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長野県告示第257号

　森林法（昭和26年法律第249号）第33条の２第１項の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更します。

　　令和３年４月26日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

　　中野市（次の図に示す部分に限る。）

２　保安林として指定された目的

　　干害の防備

３　変更後の指定施業要件

　(1)	立木の伐採の方法

　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。

　　イ	　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の

ものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　(2)	立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

	（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県林務部森林づくり推進課及び中野市役所に備え置いて縦

覧に供する。）

森林づくり推進課
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長野県飯田建設事務所告示第21号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、次のとおり道路の区域を変更します。

　その関係図面は、告示の日から令和３年５月19日まで、長野県建設部道路管理課及び長野県飯田建設事務所において、

一般の縦覧に供します。

　　令和３年４月26日

	 長野県飯田建設事務所長　細　川　容　宏

１　道路の種類　　県道

２　路		線		名　　大島阿島線

３　道路の区域

区　　　　　間 新旧別 敷地の幅員 延　長

下伊那郡喬木村5540番の 15地先から
下伊那郡喬木村5492番地先まで

旧

ｍ

2.9 ～ 20.2

Km

0.2233

2.5 ～ 21.9 0.5220

同　　　　　上 新

2.9 ～ 20.2 0.2233

3.1 ～ 21.9 0.5220

3.1 ～ 28.4 0.4517　

道路管理課

長野県松本建設事務所告示第３号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、次のとおり道路の区域を変更します。

　その関係図面は、告示の日から令和３年５月19日まで、長野県建設部道路管理課及び長野県松本建設事務所において、

一般の縦覧に供します。

　　令和３年４月26日

	 長野県松本建設事務所長　藤　本　　　済

１　道路の種類　　一般国道

２　路		線		名　　158号

３　道路の区域　

区　　　　　　間 新旧別 敷地の幅員 延　長

松本市安曇1969番の 9地先から
松本市安曇1113番の 1地先まで

旧
ｍ

7.2 ～ 36.8
Km

1.6191

同　　　　　上 新
7.2 ～ 36.8 1.6191

10.2 ～ 59.9 1.5053

道路管理課

長野県飯田建設事務所告示第22号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、次のとおり道路の供用を開始します。

　その関係図面は、告示の日から令和３年５月19日まで、長野県建設部道路管理課及び長野県飯田建設事務所において、一

般の縦覧に供します。

　　令和３年４月26日

	 長野県飯田建設事務所長　細　川　容　宏

１(1)	路　　　線　　　名　　418号

　(2)	供用を開始する区間

　　　下伊那郡天龍村神原3437番の１地先から

　　　下伊那郡天龍村神原3427番の２地先まで

　(3)　供用を開始する期日　　令和３年４月28日
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２(1)	路　　　線　　　名　　大島阿島線

　(2)	供用を開始する区間

　　　下伊那郡喬木村5540番の 15地先から

　　　下伊那郡喬木村5492番地先まで

　(3)	供用を開始する期日　　令和３年４月28日

道路管理課

長野県松本建設事務所告示第４号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、次のとおり道路の供用を開始します。

　その関係図面は、告示の日から令和３年５月19日まで、長野県建設部道路管理課及び長野県松本建設事務所において、一

般の縦覧に供します。

　　令和３年４月26日

	 長野県松本建設事務所長　藤　本　　　済

１(1)	路　　　線　　　名　　403号

　(2)	供用を開始する区間

　　　東筑摩郡筑北村西条字上手山2343番の 61地先から

　　　東筑摩郡筑北村乱橋字切田2443番の４地先まで

　(3)	供用を開始する期日　　令和３年４月28日

２(1)	路　　　線　　　名　　兎川寺鎌田線

　(2)	供用を開始する区間

　　　松本市本庄一丁目1089番地先から

　　　松本市中条615番の 14地先まで

　(3)	供用を開始する期日　　令和３年４月26日

道路管理課

長野県大町建設事務所告示第３号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、次のとおり道路の供用を開始します。

　その関係図面は、告示の日から令和３年５月19日まで、長野県建設部道路管理課及び長野県大町建設事務所において、一

般の縦覧に供します。

　　令和３年４月26日

	 長野県大町建設事務所長　塩野入　宗　義

１　路　　　線　　　名　　白馬美麻線

２　供用を開始する区間

　　北安曇郡白馬村大字神城字稲葉15501番の１地先から

　　北安曇郡白馬村大字神城字反田12013番の１地先まで

３　供用を開始する期日　　令和３年４月26日

長野県計量検定所告示第１号

　計量法（平成４年法律第51号）第19条第１項の規定による特定計量器の定期検査を次のとおり行います。ただし、特定計

量器検定検査規則（平成５年通商産業省令第70号）第39条第１項の規定により実施するものを除きます。

　　令和３年４月26日

	 長野県計量検定所長　赤　羽　典　明

道路管理課
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区　　　域
期　　　　　　日

場　　　　　　所
月　　日 時　　間

小県郡長和町のうち和田

地区
５月27日（木）

午前10時30分から正午まで及び

午後１時から午後３時まで

小県郡長和町和田2872番地

　長和町役場和田支所

小県郡長和町のうち古町

及び長久保地区
５月28日（金）

午前10時から正午まで
小県郡長和町古町4247番地１

　長和町役場

小県郡長和町のうち大門

地区
午後１時30分から午後２時30分まで

小県郡長和町大門1161番地１

　大門基幹集落センター

小県郡青木村 ５月31日（月） 午後１時から午後３時まで
小県郡青木村大字田沢111番地

　青木村保健センター

東御市のうち滋野及び田

中地区
６月２日（水）

午前10時30分から正午まで及び

午後１時から午後３時まで
東御市県288番地４

　東御市中央公民館
東御市のうち和及び祢津

地区
６月３日（木）

午前10時30分から正午まで及び

午後１時から午後３時まで

中野市のうち豊田地区 ６月７日（月）
午前10時30分から正午まで及び

午後１時から午後３時まで

中野市大字豊津2509番地

　豊田文化センター

下水内郡栄村のうち秋山

地区
６月８日（火）

午前９時から午前10時30分まで
下水内郡栄村大字堺18281番地

　秋山郷活性化センターとねんぼ

下水内郡栄村のうち西

部、東部及び水内地区
午後１時から午後３時まで

下水内郡栄村大字北信3433番地

　栄村役場

下高井郡山ノ内町のうち

大字平穏、佐野、戸狩及

び寒沢地区

６月９日（水）
午前10時30分から正午まで及び

午後１時から午後３時まで

下高井郡山ノ内町大字平穏4015番地１

　山ノ内町文化センター

下高井郡山ノ内町のうち

大字夜間瀬地区
６月10日（木）

午前10時30分から正午まで及び

午後１時から午後３時まで

下高井郡山ノ内町大字夜間瀬2511番地

　よませふれあいセンター

下高井郡野沢温泉村 ６月14日（月）
午前11時から正午まで及び

午後１時から午後３時まで

下高井郡野沢温泉村大字豊郷9167番地

　野沢温泉村公民館

下高井郡木島平村 ６月15日（火）
午前10時30分から正午まで及び

午後１時から午後３時まで

下高井郡木島平村大字往郷973番地１

　木島平村役場

木曽郡上松町 ６月16日（水）
午前11時から正午まで及び

午後１時から午後２時30分まで

木曽郡上松町大字上松159番４

　上松町ひのきの里総合文化センター

木曽郡南木曽町 ６月17日（木）
午前11時から正午まで及び

午後１時から午後２時30分まで

木曽郡南木曽町大字読書3668番１

　南木曽町役場

木曽郡木祖村

６月21日（月）

午前10時30分から正午まで
木曽郡木祖村大字薮原1191番地１

　木祖村役場裏車庫

木曽郡大桑村 午後２時30分から午後４時30分まで
木曽郡大桑村大字長野2939番地の１

　大桑村消防団第２分団詰所

木曽郡王滝村

６月22日（火）

午前10時から午前11時まで
木曽郡王滝村2830番地の１

　王滝村保健福祉センター

木曽郡木曽町のうち三岳

地区
午後１時から午後２時30分まで

木曽郡木曽町三岳6311番地

　三岳公民館

木曽郡木曽町のうち開田

高原地区
６月23日（水）

午前10時45分から正午まで
木曽郡木曽町開田高原西野623番地の１

　母子健康センター

木曽郡木曽町のうち日義

地区
午後２時から午後４時まで

木曽郡木曽町日義1602番地

　木曽町日義支所

木曽郡木曽町のうち福島

地区
６月24日（木）

午前９時から正午まで及び

午後１時から午後２時30分まで

木曽郡木曽町福島5129番地

　木曽町文化交流センター
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駒ヶ根市のうち東伊那及

び中沢地区（吉瀬地区を

除く）

６月28日（月）
午前10時30分から正午まで及び

午後１時から午後２時30分まで

駒ヶ根市東伊那2398番地20

　東伊那公民館

駒ヶ根市のうち福岡、市

場割、上赤須、吉瀬、町

２の４～ 13、町３の飯

坂、町４及び下平地区

６月29日（火）
午前10時から正午まで及び

午後１時から午後３時30分まで

駒ヶ根市赤須町20番１号

　駒ヶ根市役所
駒ヶ根市のうち町１、町

２の１～３、町３の中央、

南割、中割、北割、小町

屋及び上穂町地区

６月30日（水）
午前10時から正午まで及び

午後１時から午後３時まで

塩尻市のうち宗賀地区

（桔梗ヶ原区に限る）
７月６日（火）

午前10時から正午まで及び

午後１時から午後３時まで

塩尻市大字宗賀桔梗ヶ原71番地591

　桔梗ヶ原公民館

塩尻市のうち宗賀地区

（桔梗ヶ原区を除く）及

び楢川地区
７月７日（水）

午前10時から正午まで
塩尻市大字宗賀2658番地１

　塩尻市役所宗賀支所

塩尻市のうち洗馬地区 午後１時30分から午後３時まで
塩尻市大字洗馬2550番地２

　洗馬農村環境改善センター

塩尻市のうち広丘及び片

丘地区
７月８日（木）

午前10時から正午まで及び

午後１時から午後３時30分まで

塩尻市大字広丘高出1819番地１

　高出公民館

塩尻市のうち塩尻東 ,大

門及び北小野地区
７月９日（金）

午前10時から正午まで及び

午後１時から午後３時30分まで

塩尻市大門六番町５番27号

　塩尻市立体育館

飯山市のうち瑞穂地区

７月13日（火）

午前10時30分から正午まで
飯山市大字瑞穂4174番地

　瑞穂地区活性化センター

飯山市のうち木島地区 午後１時30分から午後３時まで
飯山市大字木島1011番地

　木島地区活性化センター

飯山市のうち岡山地区

７月14日（水）

午前11時から正午まで
飯山市大字照岡497番地６

　岡山地区活性化センター

飯山市のうち太田地区 午後１時30分から午後３時まで
飯山市大字常郷405番地イ

　太田地区活性化センター

飯山市のうち常盤地区

７月15日（木）

午前10時30分から正午まで
飯山市大字常盤1498番地

　常盤地区活性化センター

飯山市のうち富倉、柳原

及び外様地区
午後１時30分から午後４時30分まで

飯山市大字小佐原6832番地

　柳原地区活性化センター

飯山市のうち飯山及び秋

津地区
７月16日（金）

午前９時から正午まで及び

午後１時から午後３時まで

飯山市大字飯山1110番地１

　飯山市役所

南佐久郡佐久穂町 ７月19日（月）
午前11時から正午まで及び

午後１時から午後４時まで

南佐久郡佐久穂町大字高野町569番地

　佐久穂町役場

佐久市のうち臼田地区 ７月20日（火）
午前９時30分から正午まで及び

午後１時から午後３時まで

佐久市下越16番地５

　佐久市あいとぴあ臼田

安曇野市のうち明科地区 ７月26日（月）
午前10時から正午まで及び

午後１時から午後２時30分まで

安曇野市明科中川手6824番地１

　安曇野市役所明科支所

安曇野市のうち三郷地区

７月27日（火）

午前９時30分から正午まで
安曇野市三郷明盛4810番地１

　安曇野市役所三郷支所

安曇野市のうち堀金地区 午後１時30分から午後３時30分まで
安曇野市堀金烏川2750番地１

　安曇野市役所堀金支所

安曇野市のうち穂高地区 ７月28日（水）
午前10時から正午まで及び

午後１時から午後３時30分まで

安曇野市穂高6658番地

　安曇野市役所穂高支所

安曇野市のうち豊科地区 ７月29日（木）
午前10時から正午まで及び

午後１時から午後３時30分まで

安曇野市豊科6000番地	

　安曇野市役所　本庁舎
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南佐久郡北相木村

８月２日（月）

午前11時から正午まで
南佐久郡北相木村2744番地

　北相木村中央公民館

南佐久郡南相木村 午後１時30分から午後３時まで
南佐久郡南相木村4435番地

　南相木村公民館

南佐久郡川上村 ８月３日（火） 午後１時から午後２時30分まで
南佐久郡川上村大字大深山536番地

　川上村林業総合センター

南佐久郡南牧村 ８月４日（水） 午後１時から午後２時30分まで
南佐久郡南牧村大字海ノ口1138番地２

　南牧村中央公民館

南佐久郡小海町 ８月５日（木） 午後１時から午後３時まで
南佐久郡小海町豊里798番地

　小海町総合センター

東筑摩郡生坂村 ８月23日（月）
午前10時から正午まで及び

午後１時から午後３時まで

東筑摩郡生坂村6042番地１

　生坂村活性化センター

小諸市のうち中部地区 ８月24日（火）
午前10時30分から正午まで及び

午後１時から午後３時まで

小諸市甲2197番地２

　すぱーく小諸内　クラブハウス

小諸市のうち、三岡、川

辺、大里及び西小諸地区
８月25日（水）

午前10時30分から正午まで及び

午後１時から午後３時まで

小諸市のうち北大井及び

南大井地区
８月27日（金）

午前10時30分から正午まで及び

午後１時から午後３時まで

上伊那郡飯島町 ９月１日（水）
午前10時30分から正午まで及び

午後１時から午後３時まで

上伊那郡飯島町2537番地

　飯島町役場

上伊那郡中川村 ９月２日（木）
午前11時から正午まで及び

午後１時から午後３時まで

上伊那郡中川村片桐3969番地

　中川村農業観光交流センター

飯田市のうち竜丘、川路、

龍江及び千代地区
９月６日（月）

午前10時30分から正午まで及び

午後１時から午後３時まで

飯田市桐林505番地

　飯田市竜丘公民館

飯田市のうち鼎、松尾、

上久堅及び下久堅地区
９月７日（火）

午前10時30分から正午まで及び

午後１時から午後３時まで

飯田市鼎東鼎281番地（JA みどりの広場内）

　みなみ信州農業協同組合　本所玄関横

飯田市のうち橋北、橋南、

羽場、丸山及び東野地区　
９月８日（水）

午前10時30分から正午まで及び

午後１時から午後３時まで

飯田市東栄町3108番地１

　飯田勤労者福祉センター

飯田市のうち上郷及び座

光寺地区
９月９日（木）

午前10時30分から正午まで及び

午後１時から午後３時まで

飯田市上郷飯沼3145番地１

　飯田市上郷公民館

飯田市のうち伊賀良、山

本及び三穂地区
９月10日（金）

午前10時30分から正午まで及び

午後１時から午後３時まで

飯田市大瀬木570番地１

　飯田市伊賀良公民館（学習交流センター）

上伊那郡辰野町 ９月14日（火）
午前10時から正午まで及び

午後１時から午後３時まで

上伊那郡辰野町中央１番地

　辰野町役場

上伊那郡箕輪町 ９月15日（水）
午前10時30分から正午まで及び

午後１時から午後３時まで

上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298番地

　箕輪町役場

上伊那郡宮田村 ９月16日（木）
午前10時30分から正午まで及び

午後１時から午後３時まで

上伊那郡宮田村98番地

　宮田村役場

上伊那郡南箕輪村 ９月21日（火）
午前10時30分から正午まで及び

午後１時から午後３時まで

上伊那郡南箕輪村4825番地１

　南箕輪村役場

伊那市のうち高遠町及び

長谷地区
９月22日（水）

午前10時30分から正午まで及び

午後１時から午後３時まで

伊那市高遠町西高遠350番地１

　高遠町文化体育館

東筑摩郡筑北村のうち

本城及び坂北地区
９月27日（月）

午前10時から正午まで及び

午後１時から午後３時まで

東筑摩郡筑北村西条4195番地

　筑北村役場

東筑摩郡筑北村のうち

坂井地区
９月28日（火）

午前10時から午前11時30分まで
東筑摩郡筑北村坂井5711番地１

　筑北村公民館

東筑摩郡麻績村 午後１時30分から午後３時まで
東筑摩郡麻績村麻3837番地

　麻績村役場
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東筑摩郡朝日村

９月30日（木）

午前10時から午前11時30分まで
東筑摩郡朝日村大字古見1555番地１

　朝日村役場

東筑摩郡山形村 午後１時から午後３時30分まで
東筑摩郡山形村2030番地１

　山形村役場

上高井郡小布施町 10月４日（月）
午前10時30分から正午まで及び

午後１時から午後３時30分まで

上高井郡小布施町大字小布施1491番地２

　北斎ホール　１階ロビー

上高井郡高山村 10月５日（火）
午前11時から正午まで及び

午後１時から午後３時まで

上高井郡高山村大字高井4972番地

　高山村公民館

千曲市のうち八幡、桑原、

稲荷山、森、倉科、生萱、

雨宮及び土口地区

10月７日（木）
午前10時から正午まで及び

午後１時から午後３時30分まで
千曲市杭瀬下２丁目１番地

　千曲市役所向い　立体駐車場１階
千曲市のうち埴生、屋代

及び粟佐地区
10月８日（金）

午前10時から正午まで及び

午後１時から午後３時30分まで

産業技術課

公告

　建設業法（昭和24年法律第100号）第29条第１項の規定により、次のとおり建設業の許可を取消しました。

　　令和３年４月26日

	 長野県知事　阿　部　守　一


